
⚫ 都道府県・指定都市は、介護サービス事業者から報告される、介護サービスの内容や事業者・施設の運営状況に関する情報

のうち、要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを利用する機会を確保するために必要な情報を公表することとされてい

る。（介護保険法第115条の35）

（参考）介護サービス情報の公表制度の概要

・介護サービス事業所は、介護サービスの提供を開始しようとすると

き又は都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、この情報

を報告することとされている。[介護保険施行令第三十七条の二の三]

・事業所の内容、所在地等 ・従業者に関するもの ・提供サービスの内容 

 ・利用料等 ・法人情報

基本情報

・利用者の権利擁護の取組  ・相談、苦情等への対応 ・安全衛生管理への体制

 ・サービス質の確保への取組 ・外部機関等への連携  ・事業運営、管理の体制

 ・その他（従業者の研修の受講状況等）

運営情報

※その他、事業所の積極的な取組を公表できるよう「事業所の特色」（事業所の写真・動画、定員に対する空き数、特色など）も任意の公表が可能。

・「介護サービス情報公表システム」を使ってイン

ターネットで誰でも情報を入手できる。

・令和５年度末時点で全国約22万か所の事業所情

報が公表されている。 

【参考】公表されている事業者数

1 .介護サービス情報公表制度の仕組み 2 .公表までのフロー

3 .情報公表される内容
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■サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（H23年度～）

事業者による登録にあわせ、登録情報を公開するとともに、状況把握や生活相談サービス等
住宅の運営に関する情報についても公開し、居住者のニーズにあった住まいの選択を支援

トップページ

各物件の詳細情報ページ

事業者の入力に基づき公開された、下記項目を閲覧可

サービス付き高齢者向け住宅の情報提供システムについて

都道府県ごとの物件一覧 クリックすると

クリックすると
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○老人福祉法（抄）

第二十九条

十一 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報（有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容

及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行

うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。）を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの

所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

十二 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

○老人福祉法施行規則（抄）

（有料老人ホームの設置者の報告事項）

第二十一条の二 法第二十九条第十一項の規定により、有料老人ホームの設置者が当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に報

告しなければならない事項は、別表のとおりとする。（※）

（都道府県知事への報告）

第二十一条の三 法第二十九条第十一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府県知事が定める方法により、一年に一回以

上、当該都道府県知事の定める日までに行うものとする。

（情報の公表）

第二十一条の四 都道府県知事は、法第二十九条第十二項の規定により、同条第十一項の規定により報告された事項について、利用者

が有料老人ホームの選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で有料老人ホームを選択することを支援するため、有料

老人ホームに関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な方法により公表しなけれ

ばならない。

参照条文

有料老人ホーム
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参照条文

○高齢者の居住の安定確保に関する法律（抄）

（登録簿の閲覧）

第十条    都道府県知事は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

（登録事項の公示）

第十六条 登録事業者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。

（※）別表（第二十一条の二関係）

一 有料老人ホームの設置者に関する事項

設置者の名称及び主たる事務所の所在地

二 当該報告に係る介護等の供与をし、又は供与をしようとする施設に関する事項

イ 施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先 ロ 有料老人ホームの類型

ハ 施設の竣工年月日 ニ 当該報告に係る事業の開始年月日又は開始予定年月日

ホ 施設までの主な利用交通手段 ヘ 居室の状況

ト 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の有無

三 介護等の内容に関する事項

イ 当該報告に係る介護等の内容等  ロ 入居対象となる者

ハ 当該報告に係る介護等の利用者への提供実績

ニ 利用者等（利用者又はその家族等をいう。）の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

四 当該報告に係る介護等を利用するに当たっての利用料等に関する事項

五 施設において供与をされる便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書の開示状況

六 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況

七 身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況

八 安全管理及び衛生管理のための取組の状況

九 その他都道府県知事が必要と認める事項

サービス付き高齢者向け住宅
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